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■申告に必要なもの
　①給与所得のある方は、勤務先から発行された「給与所得の源泉徴収票」
　②年金所得のある方は、社会保険庁から郵送された「公的年金等の源泉徴収票」
　③事業所得のある方は、収支決算書など
　④昨年中に支払った国民健康保険税、介護保険料の領収書、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
　⑤生命保険料控除や損害保険料控除を受ける場合は、保険料の「払込証明書」
　⑥医療費控除を受ける場合は、受診者ごと・病院ごと・日付順に整理された領収書
　⑦所得税の還付申告をされる方は、預貯金通帳など口座番号のわかるもの　
　⑧印鑑

● 問い合わせ先 ● 総務課（税務係） � 52‐2112

の巡回相談を行います
「所得税の確定申告」
「町道民税の申告」
■日 程 表

場 所実 施 時 間実 施 日

下金山地区多目的センター15：00→9：30３月６日�

金山地区コミュニティセンター16：00→9：30３月７日�

落 合 地 区 多 目 的 セ ン タ ー16：00→9：30３月８日�

【役場税務係窓口】３月１５日まで随時、申告受付・相談を行なっています。

■申告をしなければならない方
　①平成 19 年 1 月 1 日現在、町内に居住している方で、平成 18 年中に所得のあった方
　②国民健康保険に加入されている方（年齢や所得の有無にかかわらず、加入されている
　方全員）
　ただし、次に該当する方は申告をする必要はありません。
　�既に平成 18 年分所得税の確定申告を終えている方
　�給与所得のみで他の所得がなく、年末調整が行われている方

献血車運行日程 ３月７日（水）

実 施 時 間献 血 場 所

10：15→9：00上川南部森林管理署前

11：45→10：30南富良野情報プラザ横

14：30→13：00南富良野からまつ園前

16：00→14：45役 場 横

愛の献血にご協力ください
　帯広赤十字血液センターの移動献血車が巡回しますので、輸血を必要とする患者さんのために皆さん
のご協力をお願いします。

保健福祉課（社会福祉係）　� 52‐2211

献血を初めてされる方へ
　献血の進行手順を、簡単に紹介します。
①受付で本人確認（身分証明書を提示していただくこ
　とがあります） 
②献血申込書に住所や氏名を記入（個人情報は厳重に
　管理され、外部には流出する恐れはありません） 
③問診票への記入
④問診票に基づいた医師による問診と血圧測定 
⑤血液比重測定と血液型事前判定 
⑥献血（採血する種類を選んでください） 
⑦休憩（乗り物を運転される方は３０分以上） 
⑧献血カード（手帳）の受け取り


